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社協ってなあに？
YASUSAKU
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お元気ですか

社協だより〈246号〉
社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

お元気ですか
新年号
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社会福祉協議会
会員募集！

社会福祉協議会の活
動は、会員会費によ
り支えられています。
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　青梅市には、特別養護老人ホームや障がい者施設

などの福祉施設がたくさんあります。福祉施設では

専門的な技術を持つ職員が働いており、社会的な資

源です。災害時等のもしも

の時に、一時避難場所や待

機場所として協力していた

だけるよう各施設にお願い

をします。

子育て支援の充実

地域に出向きます！

ささえあい活動の充実

災害時のネットワークづくり

　現在、社協では学童保育事業を運営してい

ます。ほとんどが小学校の教室を使用してい

ますが、３保育所は学校敷地外にあります。

この３か所を使い、地域の子育て中のお母さ

んたちが集まり、安心して子育て

ができる、つながりが生まれるス

ペースをつくります。

　地域に出向

く企画第１弾

として、介護

予防教室を、

各地域の自治

会館などをお

借りして実施します。もちろん、今まで通り

福祉センターでも行います！普段の生活の中

でできる簡単な体操や認知症予防の講座など、

元気な今だからこそ一緒に学びませんか？他

の事業も、今後は地域に出向いて行っていく

よう進めます。

　昨年の東日本大震災で、普段の生活の中での「つ

ながり」の大切を再確認しました。社協では、普段

の生活の中で「つながり」を作る活動を行いたい！

という地区と一緒に

なり、ささえあい活

動を広めていくため

に、情報の提供や進

め方のアドバイス、

助成金の交付等の支

援をしていきます。

　平成23年度から５年間の社協の活動の目標を定
めたものです。これまでの事業を更に充実させてい
くとともに、今後は新しい取組みも進めていきます。

出来あがりました！
第四次地域福祉活動計画

学童保育事業も
続けていきます！

第 四 次
地域福祉活動計画 重点計画４つの
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社協についてご案内します！
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　社会福祉協議会は、高齢者の方、障がいをお持ちの方、子育て中の方

などが、住み慣れた青梅市でいつまでも安心して楽しく暮らせるよう、

地域の方々に実際に社協のサービスに関わっていただきながら、さまざ

まなサービスを提供しています。これらのサービスを実施するために市

民の方に会員となっていただき、いただいた会費や歳末たすけあい募金

などを使って事業を進めています。

障がい者
サービスは

心配事の
相談は

高齢者
サービスは

５ページへ

４ページへ

６ページへ

ボランティア
活動は ７ページへ
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心配事の
相　談
心配事の
相　談

心配事の
相　談

地域福祉権利擁護事業
認知症などにより正しい判断ができない方が福祉サービ

スを利用する際のお手伝いや金銭管理を行い、自立した

生活の支援をします。

福祉専門相談
成年後見制度や遺言・相続の相談に、弁護士が無料でお

応えします。

生活福祉資金貸付
医療費などの急な出費で生活が苦しくなった方への貸付

や、高校・大学の入学金や授業料等の貸付などの相談に

応じます。

福祉サービスに関する苦情の受付け・解決
「普段利用している福祉サービスに対して不満があるけ

ど、直接はなかなか言いづらい・・・」そんな時は社協

にご連絡ください。あなたの苦情を受付け、解決に向け

てお手伝いします。

この他にも、お困りのことがあれば
ご相談ください詳しくは社協へ！

福祉
専門相談

困りごとの相談に乗ります！

安心して

相談して

ください！

　お子さんが入学、通学している高校、

専修学校（高等課程、専門課程）高等専

門学校、短大、大学にかかる費用の貸付

けです。貸付には収入基準があります。

①授業料などの費用
学校の種類により貸付ける金額が異な

ります。

②入学に必要な費用（入学時のみ）
50万円までの貸付けです。

入学・進学のお子さんのための

教育支援資金貸付

世帯人員 収入基準
２　人 261,000円
３　人 319,000円
４　人 376,000円
５　人 411,000円

世帯人員の収入基準（月額）

弁護士
岡垣 豊

わたしが
お受けします


